
保護者の皆様、地域の皆様へ 

 乙房小学校は、令和４年度から、北校舎の新築工

事、校門周辺や中庭の整備工事が予定されています。 

それに伴い、校門周辺や中庭の樹木の伐採や石碑

の撤去（移動）が必要になると考えられます。 

つきましては、 

周辺の樹木や石碑等 

について、ご存じの 

こと（記念樹等）が 

ありましたら、学校 

へお知らせください。 

よろしくお願いいたし 

ます。（☎ ３７－０７０６） 

 

 

 

 

 

              

早いもので、２０２１年も最後の１か月となりました。新型コロナウイルスも現段階では沈静化しています 

が、新たな変異株が発見され、予断を許さない状況です。 

   まだまだ、学校では、換気やマスクの着用、手洗いやうがいといった感染症対策を継続していきます。 

各御家庭におかれましてもご協力いただき、時は既に明るい未来に向かっていると信じて、２０２１年を 

締めくくりたいと思います。 

  

 

            
 

                       
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★乙房小学校 HP でも子どもたちの様子を 
お知らせしています。ぜひご覧ください。 

第９号  令和３年１２月 
文責：校長 上渕清美 

かしこく学ぶ子 やさしく助け合う子 たくましくやりぬく子  ～笑顔あふれる学校～ 

みんな大好きクレヨン号 
 

校舎に入る前にチェッ
ク 

    人権週間   ～「誰かのことじゃない」～ 

１２月４日～１０日は人権週間です。 

「人権」とは、私たちが幸せに生きるための権利

で、人種や民族、性別を超えて万人に共通した一人一

人に備わった権利です。 

子どもに「権利」を教えることは「わがままを助長

する」などという声をいまだに聞くことがあります。 

けれどもそれは権利・人権が、人間として価値や尊

厳をもって生きていく上で不可欠なものであるとい

うこと、あるいは自分の権利を自覚することが、他人

の権利を尊重することにもつながるということなど

を見落としているからではないでしょうか。 

子どもたちは、何よりもまず、それぞれが一人の人

間として大切にされ、安心した生活が送れることが

大切です。 

そのためには、子どもの SOSを受け止める大人、成

長を「待ち」、支援することのできる大人が必要なの

ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

お友だちのよいところを見つけて書く「心のプレ
ゼント」に取り組んでいます。 
自分やお友だちのよいところを見つけて、それぞ

れが大切な存在であることを知るための取組です。 

家庭学習について～お願い～ 

今の学年の内容を確実に身に付けさせるために 

学校では、子どもたちの学習内容が定着するよう

に努力していますが、学習時間に限りがあるため、

反復練習を必要とする学習などは 

家庭での繰り返し練習が必要と 

なってきます。 

今の学年で学習した内容を、 

今の学年のうちに確実に身に付けさせ 

るために、ご協力をお願いします。 

   １日の生活の中で、机に向かって学習する時間、

場所を決めましょう。 

 「宿題終わったの！」「早くしなさい！」ではなく、

テレビを消して「いっしょに考えようか。」 

 音読や、終わった確認（丸付け）をお願いします。 

 がんばったことをほめてあげてください。 

※お子様の学習について、困っていらっしゃること

や気になることがありましたらいつでも担任又は教

頭にご相談ください。 


